
⻑岡市環境部環境政策課 R7.12.1更新

No 質問 回答

A-1 国や県の補助制度との併⽤は可能か。 併⽤できません。

A-2
新潟県が実施している太陽光パネル・蓄
電池の共同購⼊事業（みんなのおうちに
太陽光）と併⽤は可能か。

併⽤可能です。
※みんなのおうちに太陽光は補助制度でないため
https://group-
buy.pref.niigata.lg.jp/solar/niigata/home

A-3

補助対象とする設備が異なれば、国や県
の補助制度と併⽤は可能か。
例えば、『住宅部分』は⼦育てグリーン
住宅⽀援事業の補助⾦を活⽤し、『太陽
光パネル部分』は、雪国⻑岡での再エネ
導⼊促進補助⾦（以下、「⻑岡市再エネ
補助⾦」とする。）を活⽤し、『蓄電池
部分』は、DR蓄電池補助⾦を活⽤するよ
うに、それぞれの設備でそれぞれの補助
制度を活⽤することはできるのでしょう
か。

設備が異なれば、併⽤が可能となるケースがあります。
⻑岡市再エネ補助⾦では、設備が異なれば併⽤可能とし
ていますが、利⽤する各補助制度の事務局にも併⽤可能
かご確認ください。
また、併⽤する場合は設備の契約書を分けていただく必
要があります。（住宅建設の契約書、太陽光パネル設置
の契約書、蓄電池の契約書をそれぞれ分ける）

なお、質問の例のケースでは、以下URLのとおり併⽤が
認められていますが、併⽤の場合の注意事項等が無いか
各補助制度の事務局にご確認ください。
https://kosodate-
green.mlit.go.jp/assets/doc/kosodate_faq_zentai.pdf
（⼦育てグリーン住宅⽀援事業 よくあるご質問（全
体）No.27）
https://dr-battery.sii.or.jp/r6h/assets/doc/FAQ.pdf
（DR家庭⽤蓄電池事業 よくあるご質問 No.48）

A-4
交付申請から交付決定までどのくらいの
期間を要しますか。

内容に不備がなければ２週間程度で交付決定できる⾒込
みです。内容に不備や疑義があると、再提出等の時間を
要することになります。

A-5
⼯事完了が来年の3⽉になる予定です。
申請できますか。

申請できません。⼯事・⼿続・⽀払など全て完了させ、
来年２⽉末⽇までに実績報告書を提出（厳守）していた
だく必要があります。

A-6
中古設備、中古住宅は対象となります
か。

対象となりません。

A-7
申請書提出前に、補助対象設備を設置し
ました。これから申請しても対象となり
ますか。

対象となりません。先ず補助⾦の申請をしていただき、
交付決定を受けてから事業着⼿（契約⾏為等）していた
だく必要があります。
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A-8
⼀つの法⼈が複数の事業所に補助対象設
備を導⼊することは可能ですか。
また、複数申請は可能ですか。

複数事業所への導⼊は可能です。事業者による太陽光発
電設備設置の場合、⼀事業（⼀つの契約・発注）につき
上限200万円までとなっており、申請は⼀事業ごとに
⾏ってください。

A-9

社屋の屋上に太陽光発電設備を設置する
ために補助⾦を申請した後、社屋のカー
ポートにも太陽光発電設備を導⼊した
い。複数回の補助⾦の申請は可能か。

同⼀設備（同⼀メニュー）の複数回申請は認められませ
ん。
法⼈に限らず、個⼈の⽅、同⼀世帯に属する⽅も同様と
します。

A-10
補助⾦を受けた設備について、事業終了
後の留意点は。

・法定耐⽤年数の間、当該設備の譲渡、交換、貸付、廃
棄または担保とすることは禁⽌です。
・上記の期間、財産に係る台帳その他事業に関する関係
書類を保管しなければなりません。なお、電磁的記録に
よる保管としてもよいです。
・各種計測データの提供にご協⼒いただきます。

B-1 余剰電⼒の売電は可能ですか。

FIT及びFIPを活⽤しての売電はできませんが、それ以
外での売電は可能です。
なお、⾃家消費率30％以上（事業所は50%以上）であ
る必要があります。

B-2
補助対象設備による温室効果ガス削減効
果について、Ｊｰクレジット制度を活⽤し
てもよろしいですか。

法定耐⽤年数（太陽光発電設備：17年）を経過するま
での間、Ｊｰクレジット制度への登録はできません。

B-3

申請書の「太陽光発電設備の容量」は、
太陽光パネルの容量とパワーコンディ
ショナーの容量のどちらを記載するのが
正しいのか。

太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量のいず
れか⼩さい⽅を記載してください。（⼩数点以下切り捨
て）

B-4
要件である⾃家消費率30％以上（事業所
は50%以上）を達成できなかった場合は
どうなりますか。

設備稼働後、年間実績を報告していただきます。⾃家消
費率が30％未満（事業所は50％未満）になる場合、補
助⾦を返還していただく可能性があります。
計画時のシミュレーションを緻密に⾏い、過度な規模の
設備とならないようにしてください。

B-5

既に太陽光発電設備を設置しているの
で、蓄電池を新たに設置しようと考えて
います蓄電池単独での設置は対象となり
ますか。

対象となりません。蓄電池については、本事業で導⼊す
る太陽光発電設備の付帯設備として同時に導⼊する必要
があります。

太陽光発電設備及び蓄電池の要件等について
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B-6

既に太陽光発電設備を設置しているので
すが、パネルの増設を検討しています。
増設分については補助対象となります
か。

以下要件に合致していれば補助対象となります。
・既設の太陽光パネルの設置の際に、国・県・市の補助
制度を活⽤していないこと。
・パワーコンディショナーも増設すること。
・増設分の太陽光パネルと増設分のパワーコンディショ
ナーの容量のいずれか⼩さい⽅が１ｋW以上であるこ
と。

B-7
既存建築物への太陽光パネルの後付け設
置も対象となるか。

本事業で太陽光パネルとパワーコンディショナーを導⼊
する場合、対象となります。（パワーコンディショナー
の導⼊がない場合は、交付対象とはなりません。）

C-1 ZEH Orientedは対象になりますか。
対象になります。
同様に、Nearly ZEHも対象になります。

C-2 BELS以外の認証でもよいか。

原則、BELS認定書を取得してください。
建築物省エネ法に基づく省エネルギー性能表⽰（第三者
認証を受けているものに限る）において、『ZEH』等の
省エネルギー性能評価の認証を取得する必要がありま
す。

C-3
補助申請時にBELS認定書の取得が間に
合わない場合でも補助申請は可能か。

申請時にBELS認定書が取得できない場合は、BELS認
証を満たす計算根拠（外⽪性能及び⼀次エネルギー消費
量計算結果等）を提出し、認定書は実績報告時に提出し
てください。実績報告時にBELS認定書が無い場合、補
助⾦を交付できません。

C-4
申請対象となるZEH住宅に申請者が居住
していない場合も申請できるか。

申請できません。
施⼯完了後、申請者が常時居住する住宅であることが要
件となります。

C-5
交付申請時に「新築する住宅の所在地」
が確定していない場合はどうすればよい
か。

交付申請書には現在の予定地で記⼊し、実績報告時に確
定後の所在地を記⼊してください。

ZEHの要件等について
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D-1 申請書類はどこで⼊⼿できるか。 市HPからダウンロードしてください。

D-2
申請書類に不⾜等があった場合、受付け
てもらえるか。

⼀時預かりになります。申請者本⼈に連絡しますので、
すみやかに不⾜書類を提出してください。

D-3
申請書類は申請者本⼈が⼿書きする必要
はあるか。

申請者の⼿書きである必要はありません。
（Microsoft Wordに⼊⼒で問題ありません。）
なお、押印も不要です。

D-4
共通の申請書類にある【設置場所及び付
近の⾒取り図】は、グーグルマップなど
のスクリーンショットでも問題ないか。

利⽤するサービスの利⽤規約に則っていれば問題ありま
せん。

D-5
申請書に記載する⼯事着⼿⽇は何を記載
すればよいか。（⼯事着⼿⽇、契約⽇な
ど）

⼯事の請負契約⽇または⼯事着⼿⽇のいずれか早い⽅を
記載してください。

D-6
申請書に記載する完了⽇は何を記載すれ
ばよいか。（⼯事完了⽇、⽀払い完了⽇
など）

⼯事完了⽇または⽀払い完了⽇のいずれか遅い⽅を記載
してください。

D-7 都合により申請を取り下げたい
「補助⾦（変更・中⽌・取下）承認申請書」の提出が必
要のため、事前にご相談ください。

D-8
申請を取り下げた場合、書類の返却は可
能か。

申請書類は返却できません。

D-9
交付決定後、やむを得ず導⼊する太陽光
発電設備や蓄電池のメーカー・容量を変
更したいが、認められるか。

導⼊設備が変更になる場合、⻑岡市環境政策課
（TEL:0258-24-0528）に連絡してください。（「変
更・中⽌・取下承認申請書（別記第5号）」と、交付申
請時に提出した添付資料から変更が⽣じる書類を提出い
ただきます。）
事業費の増額変更は、予算状況によっては認められない
場合がありますのでご了承ください。

D-10

実績報告書に添付する⾮FIT売電を証明
する書類について、売電の契約書等の取
得に時間を要する場合はどうすればよい
か。

速やかな実績報告書の提出に⽀障をきたす場合は、「売
電報告書（参考様式）」を使⽤して売電に関する情報を
報告してください。

D-11
⾃家消費率報告書について、発電開始と
売電開始時期が異なる場合、どの時期か
ら集計すればよいか。

売電開始⽇の翌⽉から12か⽉分の太陽光発電設備の利
⽤状況を報告ください。

申請⼿続きについて
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